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１０連休中の手術の実施についての質問について（回答） 

 

 

全般的な事項としましては、現在のところ１０連休の最初の２日間（４月２７日、２８日）と最後の

２日間（５月５日、６日）に手術を実施する予定としています。また、手術の件数や内容については現

在各診療科の希望等をとりまとめているところですが、件数は通常の半分程度とし、手術内容について

も多くの人員や特殊な機材が必要なものではなく、簡単であまり人員を要しないものとすることを基本

とすることとしています。 

 

◆１０連休中に手術を行うことに対する懸念事項について 

① 予想以上に輸血が必要だった場合の供給体制 

   上記のとおり、あまり大きな手術は実施しない方針であり予想以上の輸血が必要となることはな

い見込みですが、想定外のことが起こった場合に対応できる供給体制は確保します。 

② 機器が故障した場合の業者による補修体制 

   業者による補修体制が確保できる手術または予備機器及び代替機器により対応できる手術を実

施します。 

③ 休日出勤に対する給与の支払や振替休日の付与の体制 

   振替休日を確保することが困難な職員が多いため、休日手当（３５％割増）支給で対応します。 

④ 手術機材などの補充体制 

   当該期間中は院内の医療材料等の物流管理を行う SPD 業者も必要な体制確保にご協力いただけ

ることとなっているため対応可能と考えています。  

⑤ 薬品・薬剤の補給体制 

   実施予定の手術に対してあらかじめ必要と思われる薬剤を発注しておくことで対応可能と考え

ています。また、宿日直の薬剤師等もいるため急な薬剤の要望にも対応可能です。 

⑥ 手術に必要な人員の確保 

   手術を実施する診療科において看護部、診療支援部等に協力を依頼し、人員が確保できる手術の

みを実施する方針です。 

 


